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地方独立行政法人さんむ医療センター中期計画 

 

第１ 中期計画の期間 

 平成22年４月１日から平成26年３月31日までの４年間とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 １ 地域の特性に配慮した医療の確立と提供 

  (1) 診療体制の整備 

   地方独立行政法人さんむ医療センター（以下「医療センター」という。）は二次救

急を担うとともに、近隣の高度・先進医療機関と連携し、急性期以降の医療の後方支

援として、回復期リハビリテーション病床の整備を促進する。また診療所や介護施設

等との連携のもとで、日常の健康維持向上から医療・介護期を経て在宅復帰まで、切

れ目のない医療を提供し、地域に密着した信頼される病院を目指す。 

   なお、山武地域の切実な課題である産科医療の再開については、4年以内に子供を産

める病院とするよう努力する。また専門的な外来を充実させることで、専門医師の修

練の場の提供を進め、さらに急性期医療以降のがん医療の全般的な支援病院として地

域の中核を担う医療体制の充実を図る。 

 

  (2) 医療機器等の計画的な整備及び更新 

   中期目標の期間中の医療機器等整備計画を策定し、医療機器等の整備及び更新を積

極的に実施し必要に応じた新規の購入を進める。計画策定に当たって、診療報酬請求

への影響を事前に把握・検討する。 

 

  (3) 救急医療の充実 

地域医療機関と連携し、市民の理解を得ながら、二次救急業務体制の充実に努める。 

 

 ２ 医療水準の向上 

  (1) 医療職の人材確保 

   医療センターにおいて提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師、看護師及

び医療技術職員の確保に努めるとともに、教育研修体制の充実を図る。また医療職に

とって魅力ある病院となるよう待遇改善策に取り組み、職員の確保と定着化を図る。 

   ア 医師の人材確保 

    (ｱ) 地域医療再生基金等を活用し、大学等関係機関への寄附講座を大幅に増額さ

せ、医師の確保に努める。 

    (ｲ) 診療実績等を踏まえて医師の待遇改善を図る。 

    (ｳ) 研究費活用制度の活用及び制度の見直等により、研修機会（研修日の取得、
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学会出席等の補助）の充実を図る。 

    (ｴ) 地域医療の研修の場として積極的に大学等に働きかけを行い、臨床研修医の

招へいに努め、キャリヤアップのための認定専門医取得等が可能となるよう研

修環境を整える。 

   イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 

    教育実習等の受け入れや職場体験、関係教育機関等との連携を強化するなど、看

護師及び医療技術職員の確保に努める。また城西国際大学に対し看護学部設置を要

望するとともに、年間 40名の看護師を目指す学生に魅力ある貸付制度(奨学金)の導

入を実施する。離職率は 10％を目指す。 

医療職の人材確保 

区   分 平成21年度人数(12月現在) 平成25年度人数(目標数) 

医師数 27人 32人 

看護師数 123人 147人 

 

  (2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

   医師の専門医資格の取得も含めた教育研修体制の充実や専門性及び医療技術の向上

を図る。 

   ア 診療部門、職種及び職層等に応じて年度毎に研修計画を策定する。 

   イ 研修計画に基づき積極的に研修の支援を行い専門的分野での資格取得を促進す

る。 

     特に看護師については、認定看護師の資格の取得を促進する。 

   ウ 職務上必要な自主研修に参加する職員に支援を行う規程の整備を図る。 

   ※（認定看護師とは、社団法人日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、特定の

認定看護分野において熟練した看護技術と知識を有することが認められた者をい

う（診療報酬の加算もある。）。） 

   エ 研究会や、学会等において積極的に発表出来るよう支援する。 

認定看護師数 

区   分 平成21年度人数(12月現在) 平成25年度人数(目標数) 

認定看護師 3人 5人 

 

  (3) 地域医療連携の推進 

   ア 地域の中核的病院としての使命を果たすため、地域医療機関との連携を密にし、

紹介患者を積極的に受け入れるとともに、症状の安定した患者に対しては、地域

の医療機関への紹介を進める。 

   イ 在宅医療に対しては、地域の医療機関との連携・情報交換等による在宅医療ネ

ットワークの構築に努め往診や訪問看護による在宅療養者のサービス向上につな
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げる。 

 

  (4) クリニカルパスの向上 

   より効果的な医療を提供することで、患者負担を軽減し、治療期間の短縮にも寄与

できるよう、クリニカルパスのさらなる向上を図る。また、地域医療連携パスを22年

度中に実施する。 

 

 ３ 患者サービスの一層の向上 

  (1) 診療待ち時間の改善等 

   外来診療、検査等の待ち時間の短縮を進めるため、実態調査を実施し、以下のよう

な改善策を検討する。 

   ア スムーズな患者の導線を検討する。 

   イ 予約制度の運用方法を再検討する。 

   ウ 検査機器の効率的な稼働を行う。 

   エ その他職員のアイデアを活かすことにより待ち時間の短縮に努める。 

 

  (2) 院内環境及び患者・来院者等の快適性の向上 

   患者及び来院者等に、より快適な環境を提供するため、院内清掃を徹底するととも

に、院内巡回を定期的に実施して、病室、待合室、トイレ及び浴室等の改修や補修を

計画的に実施する。 

   さらに、患者のプライバシーに配慮した院内環境の整備に努める。 

   また待ち時間を快適に過ごすために、医療や健康に関する資料などを常備したライ

ブラリーの設置を検討する。 

 

  (3) 患者・来院者の利便性向上 

   玄関や受付での案内業務の充実や、病院内の案内表示板を増設するなど、患者の利

便性の向上に取り組む。病院に至る道順や交通機関の利用方法など病院に至る経路に

関してもわかりやすい案内に努める。 

 

  (4) 職員の接遇向上 

   ア 接遇に関して現状調査等を実施する。 

   イ 調査結果を反映した接遇マニュアルの作成をする。 

   ウ 接遇マニュアルに従い接客する。また、その成果についてアンケートを実施し、

ホームページで公開する。 

 

 ４ 安心で信頼できる良質な医療の提供 
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  (1) 安全対策の徹底 

   ア 患者及び住民に信頼される良質な医療の提供に努め、院内感染防止対策、医療

事故防止対策を始めとして様々な医療安全に対する委員会を設置して検証しつつ

良質な医療を提供する。また、情報の共有化を図り職員の意識向上に努める。 

   イ 医薬品の安全管理の徹底のため、手順書の確認や職員研修を実施して管理の徹

底を図る。 

   ウ 薬剤師による入院患者の服薬の管理指導を積極的に実施し、様々な入院患者の

要望に応える分かりやすい内容で指導する。 

 

  (2) 信頼される医療の実施 

   医療の中心は患者であるという基本認識のもと、患者と家族から信頼され、納得に

基づく診療を行う。平成22年４月から明細書の発行を実施する。 

   さらに、検査及び治療の選択については、患者の意思を尊重したインフォームドコ

ンセント（患者やその家族が、自ら受ける治療の内容に納得し、自分に合った治療法

を選択できるような十分な説明を受けた上での同意をいう。）を徹底する。 

   また、セカンドオピニオンの導入について、院内調整を図り体制を整える。 

 

  (3) 法令等の遵守 

   医療に関する法令を遵守するため、職員に周知できる環境を整える。 

   さらに、個人情報保護及び情報公開に関しては、法令に基づき、診療録（カルテ）

等の取り扱いに留意するとともに、関係職員に研修等を実施する。 

 

 ５ 市の医療施策推進における役割 

  (1) 市の保健・福祉行政との連携 

   ア 予防接種や乳幼児健診を積極的に行う。 

   イ 居宅介護事業の充実を図る。 

   ウ その他市の保健・福祉行政との一層の連携方策について、今後市とともに検討

を進める。 

 

  (2) 災害時における医療協力と役割 

   平時から市との情報の共有化を図り、市が行う災害訓練等については、積極的に参

加して非常時に対応できるよう手順を検証して医療救護活動の向上を図る。 

   災害発生時においては、災害医療の拠点として市の要請に基づき医療活動を行うと

ともに、市が指揮する災害対策に協力する。 

 

  (3) 住民への保健医療情報の提供及び発信 
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   各診療科の診療案内、病院の医療に関する取り組み情報などを病院ホームページ及

び広報紙等に掲載することや、医療に関する専門知識を活用した住民対象の公開講座

の開催をするなど、医療情報の発信及び普及啓発に取り組む。 

 

  (4) 住民との連携 

   地域住民の病院ボランティアへの積極的な開放に努めるとともに、医療センターと

地域住民が、地域医療に関する問題意識を共有し、お互いに支え合う関係を構築でき

るよう努める。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立 

  医療センターの運営が的確に行えるよう、意思決定機関である理事会の運営や決定事

項の院内周知のための管理職で組織する会議等の体制を確立する。また、病院運営に必

要な情報・診療情報（診療報酬等の検証や院内の電算システム構築等）の一元的な把握

のための企画・情報の部署の設置を検討する。理事会議事録は即日院内に周知するとと

もに、ホームページで公開する。 

 

 ２ 効率的かつ効果的な業務運営 

  (1) 適切かつ弾力的な人員配置 

   患者動向を注視しつつ、適正な職員配置により医療を提供する。 

   必要に応じて常勤以外の雇用形態を取り入れることなどにより、多様な専門職の活

用を図り、効果的な医療の提供に努める。 

   さらに、経営情報を全職員が共有するなど、経営意識の向上に努め、事務の効率的・

効果的な執行に取り組む。 

 

  (2) 職員の職務能力の向上（人材育成とスキルアップ） 

   ア 医療職の職務能力の向上については、第２の２の（２）参照 

   イ 事務職の職務能力の向上については、病院経営の分析能力や、診療情報の管理・

分析の専門能力を有する職員を採用、育成することにより、全員経営の経営感覚

とコスト意識を高め、経営管理機能を強化するとともに病院経営の効率化を図る。 

 

  (3) 人事評価制度の構築 

   職員の努力を評価し、業績や能力を的確に反映した頑張った人が報われる評価制度

の構築に取り組む。 

   【目標年度：22年度より導入し24年度に定着化】 

    22年度 新評価システム（昇給・賞与・昇格に連動）導入 
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     〃  目標管理制度の導入トライアル（23年度導入） 

    23年度 資格制度の見直し 

    24年度 退職金（ポイント制の導入） 

 

  (4) 勤務成績を考慮した給与制度の導入 

   地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第57条第１項の規定に基づき、職員の

勤務成績を考慮した給与制度の構築に取り組む。 

   【目標年度：24年度導入】 

    22年度 医療職給料表：国立病院機構ベースとする。 

     〃  事務職給料表：社会福祉法人ベースとする。 

        ただし、２年間は調整期間として現給保障を実施する。 

    24年度 人事評価制度を踏まえた新給与制度へ完全に移行する。 

 

  (5) 職員の就労環境の整備 

   ア 日常業務の過度の負担を解消するために柔軟な勤務体制を採用することにより、

時間外勤務の縮減及び休暇取得の促進等、職員にとって働きやすく、また、働き

甲斐のある就労環境を整備する。 

   イ 出産後の子育てに対する負担を軽減するため、各種休暇制度の取得促進や院内

保育所の利用充実を図る。 

   ウ 職員の不安、悩みなどのほか、患者からの過度の苦情に対する相談体制を整備

する。 

   エ 再雇用制度の活用の検討を図る。 

 

  (6) 業務改善に取り組む組織の醸成 

   継続的な業務改善への取り組みや、積極的な業務運営への参画を促すため、組織間

や異なる職種の職員間のコミュニケーションの活性化、連携の円滑化、職員の意欲の

向上を図り、活気あふれた職場環境作りに取り組む。 

 

  (7) 予算執行の弾力化等 

   中期計画の範囲内で予算を弾力的に執行できる会計制度を活用し経費の削減に取り

組むため、長期契約、リース契約、その他多様な契約手法に取り組む。 

 

  (8) 収入の確保と費用の節減 

   ア 収支全般 

    医業収支比率については類似黒字病院と同等を目標とし、かつ給与比率は50％台

を目標として努力する。また急性期病院として必要なＤＰＣ導入の準備を進める。 
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    なお平成22年度診療報酬改定を見据え、後発薬品の使用増による入院収益の増収

を図る。 

    【目標年度：24年度ＤＰＣ導入】 

   イ 収入の確保 

    (ｱ) 許可病床数は350床を有するが、今後の必要度を鑑み、急性期及び亜急性期（亜

急性期病床、回復期リハ病床）等の病床計画と要員計画を作成し、病床利用率

の向上を図る。 

    (ｲ) 高度医療機器の稼働率の向上を図る。 

    (ｳ) 診療報酬の請求もれの防止に努め、院内での研修を通じきめ細かく診療の行

為にあたるよう努める。また、未収金の回収システムとマニュアルの確認を通

じ早期の回収に努める。 

   ウ 費用の節減 

    (ｱ) ＤＰＣ導入に併せ、薬品、 診療材料等の他の医療機関との共同購入を検討す

るとともに、後発薬品を積極的に使用する。また在庫の確認による適正な出庫

を図るとともに、在庫をより少ない状態にするため、業者委託を検討する。  

    (ｲ) 医療機器の整備及び更新に当たっては、施設整備の委員会等において、費用

対効果を含めあらゆる角度から検証を行う。 

    (ｳ) その他経費についても、購入時の入札制度を的確に運用して予算執行にあた

り、経費の削減に努める。 

収支全般 

区   分 平成20年度実績数値 平成25年度目標数値 

医業収支比率 ７８．２％ １０１．３％ 

人件費比率 ８４．２％ ５０％台 

 

入院収益及び外来収益の確保 

区   分 平成20年度実績数値 平成25年度目標数値 

1.入院患者数 64,111人（1日当たり176人）  90,514人（1日当たり248人） 

2.外来患者数 119,033人（1日当たり490人） 136,709人（1日当たり565人） 

 

費用の節減 

区   分 平成20年度実績数値 平成25年度目標数値 

後発医薬品の適用率 7％ 20％ 

                ※平成22年度目標数値 採用品目の20％ 

 

第４ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 

  公的な病院としての使命を果たしていくための経営基盤を充実させるため、「第３ 業
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務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」で定めた事項に即

した年度計画を作成し、これに基づいて病院を運営することにより健全経営を維持する。 

 １ 予算     別表のとおり 

 ２ 収支計画   別表のとおり 

 ３ 資金計画   別表のとおり 

 

第５ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額  ５００百万円 

 

 ２ 想定される短期借入金の発生理由 

  (1) 運営費負担金・建設事業補助金の受入れ遅延等による資金不足への対応 

 

  (2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

 

第７ 剰余金の使途 

  決算において剰余を生じた場合は、病院施設の建替・整備又は医療機器の購入等に充

てる。 

 

第８ 料金に関する事項 

 １ 使用料及び手数料 

  (1) 病院を利用する者からは、使用料を徴収する。 

 

  (2) 料金の額は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）及び入院

時食事療養費に関する食事療養、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算

定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 99 号）及び後期高齢者医療の食事療

養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成 19年厚生労働省告示第 395 号）の規定

により算定した額（以下「告示等による算定額」という。）並びに指定居宅サービス

に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 20 号）及び厚生労

働大臣が定める一単位の単価（平成 12 年厚生省告示第 22 号）の規定により算定し

た額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)の規定による損害賠

償の対象となる診療については、その額に 10 分の 20を乗じて得た額とする。 

 

  (3) 前項の規定にない使用料及び手数料の額は、次に定めるところによる。 
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    ・千葉労働局、地方公務員災害補償基金千葉県支部その他の団体等との間におけ

る診療契約によるものについては、その契約の定める額とする。 

    ・前号以外にあっては、理事長が別に定める額とする。 

 

 ２ 使用料及び手数料の減免 

理事長が、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を減

免することができるものとする。 

 

第９ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 施設整備の推進 

   建物の利用を図るため、回復期リハビリテーション病床や介護老人保健施設等の設

置を検討する。また山武市と協力のもと、地域の子育て支援策として病児保育施設の

設置を図る。 

 

   施設及び設備に関する計画（平成 22年度～平成 25 年度） 

   別表のとおり 

 

 ２ 地域医療再生交付金の活用 

   以下の事業については、地域医療再生交付金の活用を検討する。 

    ・医師確保のための寄附講座 

    ・看護師養成施設の設置支援等の看護師確保事業 

    ・回復期リハビリテーション病床の開設 

    ・２次救急輪番病院としての機能強化 

 

 ３ 積立金の処分に関する計画 

   なし 

 

 



別　表

１　予算 （平成２２年度～平成２５年度） ２　収支計画 （平成２２年度～平成２５年度） ３　資金計画 （平成２２年度～平成２５年度）

金　　　額(千円) 金　　　額(千円) 金　　　額(千円)
収入 収入の部 17,799,615 資金収入 18,334,963

営業収益 17,119,163 営業収益 17,352,968 業務活動による収入 17,565,810
医業収益 15,758,031 医業収益 15,758,031 診療業務による収入 15,758,031
運営費負担金収益 1,173,673 運営費負担金収益 1,173,673 運営費負担金による収入 1,464,844
その他営業収益 187,459 資産見返運営費負担金戻入

営業外収益 446,647 資産見返工事負担金当戻入 その他の業務活動による収入 342,935
運営費負担金収益 291,171 投資活動による収入 413,327
その他営業外収益 155,476 資産見返物品受贈額戻入 233,805 運営費負担金による収入 413,327

その他営業収益 187,459 その他の投資活動による収入 0
営業外収益 446,647 財務活動による収入 355,826

資本収入 769,153 運営費負担金収益 291,171 長期借入れによる収入 75,000
運営費負担金 413,327 その他営業外収益 155,476 その他の財務活動による収入 280,826
長期借入金 75,000 臨時利益 0 前期中期目標の期間よりの繰越金 0
その他資本収入 280,826

18,334,963
支出 支出の部 16,734,595 資金支出 17,042,334

営業費用 15,795,431 営業費用 16,408,001 業務活動による支出 16,122,025
医業費用 13,510,205 医業費用 14,012,070 給与費支出 10,055,125

給与費 8,268,944 給与費 8,268,944 材料費支出 3,004,488
材料費 3,004,488 材料費 3,004,488 その他の業務活動による支出 3,062,412
経費 2,168,374 経費 2,168,374 投資活動による支出 901,653
研究研修費 68,400 減価償却費 488,756 有形固定資産の取得による支出 901,653

一般管理費 2,285,226 研究研修費 68,400 その他の投資活動による支出 0
営業外費用 326,594 資産減耗費 13,108 財務活動による支出 18,656

一般管理費 2,395,931 長期借入金の返済による支出 18,656
資本支出 920,309 営業外費用 326,594 移行前地方債償還債務の償還による支出 0

建設改良費 901,653 臨時損失 0 その他の財務活動による支出 0
償還金 18,656 純利益

目的積立金取崩額
総利益

17,042,334 1,065,020 次期中期目標の期間への繰越金 1,292,629

（注１）        計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注２）        期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は
               考慮していない。

　救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費につい
ては、地方独立行政法人法第85条第1項の規定により算定された
額とする。

　長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金は、経常
費助成のための運営費負担金とする。

【人件費の見積り】

　期間中総額10,055百万円を支出する。

　なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手
当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

【運営費負担金のルール】

（注１）        計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注２）        期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は
               考慮していない。

区　　　分

（注１）        計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注２）        期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は
               考慮していない。

純利益

区　　　分 区　　　分



別表４

(単位：千円）

品目 品目 品目 品目 事業費 独法負担

耐震工事 561,653

国庫補助 280,826

旧構成市町負担 280,827

リハビリ病棟改修 25,000

設立団体負担 12,500

独法負担 12,500

ＣＴ更新（６４列） 75,000

企業債 75,000

医療機器備品 80,000 医療機器備品 60,000 医療機器備品 50,000 医療機器備品 50,000

(明細別紙） 設立団体負担 40,000 設立団体負担 30,000 設立団体負担 25,000 設立団体負担 25,000

独法負担 40,000 独法負担 30,000 独法負担 25,000 独法負担 25,000

小計 741,653 独法負担 52,500 小計 60,000 独法負担 30,000 小計 50,000 独法負担 25,000 小計 50,000 独法負担 25,000

※病児保育施設整備

※PACSについては、リースを検討

施
　
設

設
備

（
医
療
機
器

）

年
度

平成22年度

金額 金額

平成23年度

施設及び設備に関する計画

901,653 132,500

金額

平成25年度

金額

中期計画合計平成24年度



別紙明細

品　　　　名 納入見込顎 備　　考

脊椎外科用手術ﾌﾚｰﾑ 600,000

回診用移動型X線撮影装置 3,900,000

多項目自動血球分析装置 4,800,000

顕微鏡 1,729,800

ドラフト洗米器 111,000

１２誘導心電計 1,126,120

無影灯３番 2,700,000

無影灯５番 3,680,000

カーナビ 100,000

南棟非難器具改修 1,100,000

自走台車電源装置交換工事 850,000

超音波白内障手術装置 29,132,000

生化学自動分析装置 10,000,000

適温配膳車デリカート 17,000,000

計 76,828,920

医療機器備品調査表
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